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様式第４号（第１５条関係） 

会 議 録  

 

１ 附属機関等の会議の名称 令和６年度美里町児童厚生施設運営協議会  

 

２ 開催日時 令和６年５月１５日（水）  

午前９時５５分から午前１１時００分まで  

 

３ 開催場所 美里町中央コミュニティーセンター 第３研修室  

４ 会議に出席した者  

（１）委 員  田 高 恭 子  

    委 員  佐 藤 浩 人  

    委 員  佐 藤 キ ヨ  

    委 員  山 口 保 広  

委 員  多 田 より子  

         

 （２）事務局 子ども家庭課長兼児童館長 齊 藤 眞  

        美里児童館主幹     角 田 克 江  

        美里児童館技術主幹   村 上 千賀子  

        美里児童館技師     後 藤 仁 美  

                           

５ 議題及び会議の公開・非公開の別 公開  

 

６ 非公開の理由 無  

 

７ 傍聴人の人数 無  

 

８ 会議資料 別紙参照  
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９ 会議の概要  

１ 開 会 

進行 

村上技術主幹 

 おはようございます。時間より早いのですが、皆様お集まり

いただきましたので、会の方を進めさせていただいてよろしい

でしょうか。 

 本日はお忙しいところご参集いただきありがとうございま

す。本日進行役を務めます美里児童館の村上と申します。よろ

しくお願いいたします。本日の会議資料を確認いたします。次

第 A４のもの、郵送させていただきました冊子はご持参されま

したでしょうか。それから委員名簿、そして別途資料１～６と

なっております。足りない資料はございませんか。 

それでは、ただ今から令和６年度美里町児童厚生施設運営協

議会を開会いたします。 

２  開会のあいさつ 

進行 開会に当たり、美里町長 相澤清一から皆様にご挨拶申し上

げます。 

美里町長 

相澤 清一 

皆様おはようございます。雨が降りましたので、緑が一段と

濃くなって、今一番過ごしやすい時なのかなと思います。今日

は大変お忙しい中、美里町児童厚生施設運営協議にご参加いた

だきましてありがとうございます。常日頃、皆様方には、美里

町の児童厚生施設の運営並びに子ども達の健全育成の為にご尽

力いただいておりますことに、改めて感謝を申し上げるところ

でございます。 

今、社会環境が変わり、子どもの環境も大きく変わっている

のかなと思っております。その子ども達が健やかにこれからも

明るく生活ができるように、我々もしっかりと条件を整えてい

きたいと思っております。そうした中で、この児童厚生施設運

営というのは非常に我々にとっても大事なものだと思っており

ます。父兄の皆様、地域の皆様も非常に関心をもっているとこ

ろでございます。今日、いろいろとお話をすると思いますが、

小牛田放課後児童クラブは、今年度実施設計をいたしまして、

来年度に児童クラブを建設させていただきます。これでほぼほ

ぼ収容できるのかなと思っております。 

 今、３年生までの制限がございますけど、それを拡充して６

年生まで、状況が良ければそのように進めていきたい。６年生

ごろは独り立ちしますので、なかなか施設を利用する子どもは
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少ないと思いますが、手広く広げてまいりたいと我々も思って

おります。また、児童館は南郷児童館と小牛田児童館がござい

ましたが、今年度集約させていただきました。今の社会環境、

利用者の状況等を鑑みながら、今後充実した施設の運用を考え

ながら進めてまいりたいと思っているところでございます。な

により、子ども達がしっかりと安心して放課後も過ごせるよう

に、子ども達がいきいきと生活ができるような環境を整えるの

が、我々町の一番の責任だと思っておりますので、皆様方にぜ

ひ、いろいろな観点からご進言、そしてご意見をいただければ

と思っております。今日はそういう面で４つの協議事項がござ

いますが、皆様には忌憚のないご意見などをいただきながら、

今後調整を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

を申し上げ、挨拶に代えさせていただきます。本日は大変あり

がとうございました。 

３ 運営委員及び職員紹介 

進行 本日、相澤町長は公務のため、ここで退席させていただきま

す。 

次に、運営委員及び職員を紹介いたします。齊藤子ども家庭

課長兼児童館長、お願いします。 

齊藤課長 子ども家庭課長兼児童館長を務めさせていただいております

齊藤と申します。よろしくお願いいたします。それでは私の方

から委員の皆様のご紹介をさせていただきます。名簿の順番で

ご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 会 長  田 髙 恭 子 様 

委 員  佐 藤 浩 人 様 

 委 員  佐 藤 キ ヨ 様 

 委 員  山 口 保 広 様 

 委 員  多 田 より子 様 

もう一人今日欠席しておりますが、会長代行といたしまして

佐々木由美子様がおります。よろしくお願いいたします。 

続きまして、職員の紹介をさせていただきます。小牛田児童

館と南郷児童館が統合いたしまして、令和６年度から美里児童

館が設置されました。美里児童館の職員を紹介させていただき

ます。 

 美里児童館      角 田 克 江 

美里児童館      村 上 千賀子 
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 美里児童館      後 藤 仁 美 

最後に、私、子ども家庭課長兼児童館長務めせていただいてい

ます、齊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

４ 会議の成立 

進行  本日は運営協議会委員６人中５人の方々がご出席です。委員

の過半数が出席いただいておりますので、美里町児童厚生施設

運営協議会条例第５条第２項の規定により本協議会は成立しま

す。 

会議の公開についてですが、美里町情報公開条例第２１条の

規定により、会議は原則公開するものとされましたので、予め

ご了承願います。また、本会議の議事録及び資料は、後日、町

ホームページに公開させていただきますこと、また、氏名も掲

載されますことをご了承願います。 

本協議会条例第５条第１項により、会長が議長を務めます。

会長は議長席にお願いします。それでは、田髙会長より、一言

挨拶をお願いします。 

会長 改めまして、おはようございます。１年が早いなと感じまし

た。主任児童委員を辞めてから２年経って、月１、２回の児童

見回りには参加しているのですが、なかなか子ども達と接する

機会が無くて、このような委員していることが恥ずかしいと思

っていますが、今日、皆様のお話しを聞きながら、何か少しで

も役に立つことがあればいいなと思っています。よろしくお願

いいたします。 

村上技術主幹 田高会長ありがとうございました。それでは、会長、進行の

方をお願いいたします。 

議長 それでは、次第の協議事項に入ります。その前に、本日の議

事録署名人を指名いたします。佐藤浩人委員さんと山口委員さ

んどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは協議に入ります。 

５ 協議事項 

議長 （１）令和５年度事業報告について、事務局より報告をお願

いします。 

角田主幹 資料に基づき説明。 

議長 では、ただいま事務局から説明があった令和５年度事業報告

について皆様から何かご意見、ご質問などありましたら、お願



5 

 

いします。 

多田委員 資料１ページ（３）子育て家庭への支援ということで、「子育

てに関する悩みや不安等を持つ保護者に対し、相談・援助を行

い、子育てに関する情報提供を行いました」と記載されている

のですが、度合いについて頻繁にあるのでしょうか。 

村上技術主幹 頻繫にではないですが、特に育休中のお母様が家に一人で居

ると不安が募るということで、遊びに来ていただいた時にその

不安を聞き入れたり、児童館だけでなく子育て支援センターを

紹介したり、不安が大きいようなお母様に関しては健康福祉課

の保健師に繋ぐようにしてきました。 

多田委員 分かりました。ありがとうございます。 

議長 他にございませんか。では、他にないようですので、令和５

年度の事業報告については協議を終了してよろしいでしょう

か。 

では次に（２）令和６年度事業計画について事務局からお願

いします。 

角田主幹 資料に基づき説明。 

議長 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありま

した令和６年度事業計画について、ご質問、ご意見ありました

らお願いいたします。 

多田委員 放課後児童クラブで、不動堂から青生に行くことによって、

全ての希望者が入れている訳ですか。どの地区もですか。 

角田主幹 令和６年度については、申請があった者は全て受け入れをし

ております。 

佐藤キヨ委員 青生放課後児童クラブで不動堂から９人（４年生、５年生）。

これはどのようにして子ども達は児童クラブに行っているの

か。児童クラブの職員が子ども達が揃ったら車で送迎している

のか、それとも徒歩で児童クラブまで歩いて引率しているので

すか。 

村上技術主幹 教育総務課に協力いただき、不動堂小学校から出るバスに一

緒に乗せていただいています。本来、不動堂小学校から出てい

るスクールバスは駒米地区の伊勢内科の裏の所で終点なのです

が、そこから青生放課後児童クラブまで回ってもらい、乗せて

いただいています。 

佐藤キヨ委員 安全に配慮していただいているんですね。分かりました。 
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議長 お祭りで高校生を巻き込むのはいいですね。これまでそうい

うのはなかったのですか。 

角田主幹 これまでは、南郷の方で中学生ボランティアを募集して事業

を実施していたことはありました。高校生は、以前はジュニア

リーダーも居たようですが、今は活動をあまりしていないこと

もありまして、児童館の近くに小牛田農林高校がありますので、

児童館の PR を兼ねてボランティアとして手伝っていただけた

らということで、働きかけをこれから行います。 

議長 集まるといいですね。委員さんの方から何かございませんか。

ないようですので、（２）については協議を終了したいと思いま

す。それでは、（３）についてよろしくお願いします。 

角田主幹 資料に基づき説明。 

 補足説明 

齊藤課長 小牛田放課後児童クラブの関係で捕捉説明させていただきま

す。冒頭の町長の挨拶の中にもありましたが、放課後児童クラ

ブの建設を予定しています。今年度につきましては、小牛田放

課後児童クラブの実施設計を６月の議会に上程をする形で進め

ております。６月に補正予算として計上いたしまして、議決が

ありましたら、実施設計の入札の形を取っていきます。スケジ

ュールにつきましては、６年度は７ヶ月ぐらいをかけて実施設

計をしていき、令和７年の当初予算に建設費を載せて、令和７

年の７月ぐらいから建設をスタートというスケジュールを進め

ていきたいと考えております。開設につきましては、令和８年

の４月を目指して取り組んでいくようになります。 

定員についてのお話がありましたが、現在、４５人の定員で

小牛田放課後児童クラブは運営しておりますが、それを令和８

年度は４５人から８０人へ変更し、２クラスで保育をする形を

取りたいと思います。理由としまして、以前建設した南郷と同

等のクラスの建設という形で進めております。小牛田児童クラ

ブの建設予定地でございますが、小牛田小学校のプールの南側

を考えております。南側には南門がありますので、そこから出

入りができるであろうというところで、小学校とお話をしてお

りまして、そこの場所がいいのではないかというところで進め

ております。 

施設の面積といたしましては、南郷児童クラブと同等という

ことで、床面積につきましては、２９８㎡ぐらいを考えていま
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す。教室につきましては２クラス。そこに事務室も完備いたし

ます。駐車スペースを確保しなければならないというところで、

職員分と送迎する保護者分の２０台ぐらいの駐車スペースを考

えております。 

小学校の方から児童が児童クラブまで来る通路ですが、校庭

を通る形になりますので、そちらの歩道の整備等々を考えてお

ります。 

今お話したのが、小牛田放課後児童クラブの施設説明となり

ます。よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございます。今のお話で何かお聞きしたいところ

はございませんか。 

議長 新しい施設ができるということでよかったなと思ったのです

が、南郷児童クラブで定員８０人に対して４７人ぐらいしかい

ないということについては、どうなのでしょうか。 

角田主幹 こちらにつきましては、新入学の人数に左右される部分でご

ざいまして、令和５年度も４５人なのですが、その前年度の３

年生の児童数が多かった関係で、児童クラブの利用も多かった

のですが、その学年が４年生になって退館するのがほとんどで

した。その後、新入学の申請が予想より無かったこともござい

まして、令和６年度は４７人のスタートになっております。た

だ、南郷だけでなく他の児童クラブも４年生以上を受け入れて

いる状況であります。なおさら、原則３年生までの縛りも無く

なりましたので、今後４年生以上の利用が増えてくるのではな

いかと見込まれます。 

議長 余裕があることはいいことですよね。他に意見のある方はご

ざいませんか。 

山口委員 今度、新たにできるということですが、南郷に既に設置され

ているのと同等というところで、分かる範囲で結構なのですが、

予算規模の部分について、南郷ではどのくらいかかったのかな

とイメージを知りたい。 

齊藤課長 事業の実施設計に掛かる部分につきましては、１千万を考え

ております。事業費といたしましては、概算になるのですが、

だいたい１億後半から２億弱ぐらいを積算しております。ここ

数年、物価がかなり上昇してきているというところもございま

して、南郷を建設した時よりだいたい２０％ぐらい高くなって
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きています。あくまで概算ではございますが、そのくらいの事

業計画と考えております。 

山口委員 ありがとうございます。 

多田委員 先程、在籍人数ということで出たのですが、児童クラブの定

員というのは、これから少子化で、６年生までの受け入れ体制

を作ると思うのですけれども、だんだん減ってくるんでしょう

か、そのようなことに関しては将来的に定員人数はどのように

考えていらっしゃるのでしょうか。 

議長 私もそこが気になってさっき質問したんです。 

齊藤課長 多田委員さんもおっしゃったように、児童の数は減少傾向に

あります。資料の方に令和６年度在籍人数を記載しております

が、不動堂放課後児童クラブは１６０人の定員を超えた状況で

受け入れを行っております。これもあと数年すれば定員内に収

まる可能性がございます。今まで低学年を中心にした受け入れ

を行っておりましたが、今年度から６年生まで引き上げたこと

で、今後、高学年の受け入れがどのような形になるか、まだ見

通せてない状況となっております。これが仮に、１～３年生が

ほぼ昨年度利用していた子ども達がそのまま持ち上がるという

のが今のケースでございます。それがだんだんと３年生から４

年生、５年生から６年生といった形で推移していくと推測すれ

ば、当面は定員の維持はできるのではないかと考えております。

それ以降につきましては、人数が減っていくということですの

で、定員の調整をしていかなければならないのかなと考えてお

ります。 

議長 よろしいでしょうか。 

多田委員 ありがとうございます。 

議長 では、（３）については、終了してよろしいですか。（４）そ

の他に移ります。 

 （４）その他 

議長 事務局からはありませんか。 

角田主幹 事務局の方からはありません。 

佐藤キヨ委員 昨日、大崎市鹿島台の運営協議会に関係している友人から話

がありまして、鹿島台には一般児童の放課後児童クラブはある

が、ハンディのある子どもの放課後に行く場所がなくて問題に

なっているそうです。 
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私、コロナの時に、大崎市の私立の発達障害の施設で働かな

いかと何回か声を掛けられていました。というのも、早期退職

をしてからそこの施設でボランティアとして発達障害の子ども

達のいろんな行事に参加していたんです。スキー場に連れて行

ったり、電車に乗る練習をさせたりしていたんです。そこの施

設で、コロナでスタッフが辞めてしまっているが、それでも障

害をもっているお子さんがいるお母さんが働かないといけない

ので、学校まで迎えに来て施設まで連れて行かないといけない。

スタッフが減っているので働いてほしいと話があったんです。 

鹿島台でも障害をもっているお子さんのお母さんが困ってい

て、放課後デイのような施設ではなく、一般児童が利用する放

課後児童クラブに預けてしまうと他の子も居るから、どのよう

に利用すればいいのか、美里町ではどうなの？と聞かれた。  

美里では、各小学校に障害のある子どもがいらっしゃいます

よね。そういう子ども達が放課後どこで過ごしているのか、そ

れから、放課後児童クラブには直接申し込みますよね、そうい

う子どもの申し込みがあったのか、万が一、申込があった場合

の対応とか考えがあるのかを知りたい。 

議長 佐藤校長先生、何かご存知のことはありますか。 

佐藤浩人委員 うちの特別支援の子達は放課後デイサービスを利用していま

す。お迎えが来てくれて、担任から放デイさんに受け渡す形で

対応をしています。 

佐藤キヨ委員 古川の放デイで、学校を回って保護者から依頼されてお子さ

んを迎えに行っているのですが。 

校長 我が校の保護者はお迎えのサービスを利用しています。 

議長 今まで、発達障害をもつ児童の放課後児童クラブの申請があ

ったのか、あった場合についてお願いします。 

村上技術主幹 発達障害を持っているお子さんの受け入れは今現在も行っ

ております。病名が付いているお子さんも放課後児童クラブを

利用されています。ただここ最近建てた不動堂や南郷の施設は

バリアフリーになっているが、それ以外の施設はバリアフリー

になっていない。身体的障害をもっている方の受け入れは、１

０年前ぐらいは受け入れをしていたが、バリアフリーじゃない

と難しいということがあり、身体的障害をもっている方で申し

込んでくる方はいない。放課後等デイサービスが大崎市の方で
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充実していて、田尻や町内にもあります。障害のあるお子さん

をもつ保護者さんは放課後デイサービスの方に申し込まれま

す。ただ、自閉症や ADHD 程度でしたら受け入れを行っておりま

す。生活も一緒にしています。 

佐藤キヨ委員 そういった子どもの受け入れの場合、職員はどのように対応

したらいいかと研修とかはされているのか。学校には教員補助

の方がいらっしゃいますが、その方に人によって対応が異なる

と聞きました。悩みや相談を受けた時に、短時間でも宮城県な

ら研修センターや養護学校から一時間で職員を派遣してもらっ

て、各学校の教員補助の方を集めて研修をすれば、そこで働く

人も自信をもって安心して対応できるようになると思います。 

放課後児童クラブでも、短時間でも研修があった方がいいの

ではないか。 

村上技術主幹 放課後児童クラブでも１年に１回程度、専門知識をもった講

師をお呼びして、研修を行っておりましたが、コロナになって

から大勢を集めて研修を行った際に、コロナが広がってしまっ

た場合、施設の受け入れ体制が取れなくなってしまう恐れがあ

ったので、コロナの期間中は研修、講習の開催をしていなかっ

た。今年度からは、また改めて行っていく予定ではあります。 

学校とは違って、放課後児童クラブはお迎えが来るまでゆっ

たり待つ場所になっていますので、学校のようにこのカリキュ

ラムをしなければならないというものがないので、遊びたくな

ければ遊ばなくていいし、皆と同じの部屋がうるさくて生活が

しづらいのであれば、その子が安定できる静養室やホールの方

に連れて行き、その子の気持ちを落ち着けさせる対応を取るよ

うにしていました。 

議長 あとその他よろしいでしょうか。 

多田委員 今のことに関連して、身体障害をもつお子さんは放課後デイ

サービスを利用しているとのことが、自閉症などの精神障害の

お子さんは、各放課後児童クラブに何人ぐらい所属しているの

ですか。 

村上技術主幹 各児童クラブ５人も居ませんが、何人かずつ受け入れをして

います。 

多田委員 その子を見るよう特別に職員を置くようなことはしている

のですか。 
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村上技術主幹 その子に対して１人付けている訳ではなく、１人職員を増や

しています。本来、２人で見られるところを３人体制にするよ

うな形を取っています。その子に何かあった時に１対で関われ

るように人員は増やしています。 

多田委員 分かりました。ありがとうございました。 

議長 他に意見がないようなので、協議を終了したいと思います。

ご協力ありがとうございました。 

進行 田高会長、ありがとうございました。これにて議長の任を解

きます。委員の皆様もご協議ありがとうございました。 

田高会長はお席にお戻りください。 

６ 閉会 

進行 それでは、閉会の挨拶を美里町児童館長より申し上げます。 

齊藤課長 それでは、閉会の挨拶といたしましてお話させていただきま

す。 

本日はお集まりいただき、貴重なご意見をありがとうござい

ます。冒頭にもお話いたしましたが、今年度につきましては、

小牛田放課後児童クラブの開設に向けた準備をしていくという

ところが大きなところでございます。昨年度からご審議いただ

きました児童館事業につきましては、小牛田児童館と南郷児童

館が統合いたしまして、今年度から美里児童館が発足されまし

た。こちらにつきましても、今年度一年、まだ確実になってな

いところもございますが、皆様の協力を得ながら運営に努めて

参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます。本

日はありがとうございました。 

進行 以上をもちまして、令和６年度美里町児童厚生施設運営協議

会を終了いたします。 

皆様、本日はどうもありがとうございました。 
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